
令和元年６月１１日

平成３０年度「建設業法令遵守推進本部」の

取組結果及び令和元年度の取組方針
～建設業における法令遵守を推進します～

平成３０年度の推進本部の取組結果及び令和元年度の取組方針における主なポイントは、以

下のとおりです。

１．平成３０年度の取組結果

① 推進本部に寄せられた法令違反疑義情報等

・駆け込みホットライン等への通報…延べ７４件

※「駆け込みホットライン」とは、推進本部に設けられた建設業法違反通報窓口です。

② 建設業者に対する立入検査の実施

・立入検査実施件数…４０件

③ 監督処分・勧告の実施

・監督処分件数…０件、文書勧告件数…１４件

２．令和元年度の取組方針

① 建設業法違反にかかる調査・指導等の実施

② 関係法令等の周知

③ 「建設業取引適正化推進月間」（１１月）の取組の充実

④ 消費税の円滑かつ適正な転嫁の周知

※詳細については、添付の資料をご覧ください。

北海道開発局においては「建設業法令遵守推進本部」（以下「推進本部」という。）を

平成１９年度に設置し、建設業における法令遵守の取組を強化してきたところです。

この度、平成３０年度における推進本部の取組結果及び令和元年度における取組方針が

まとまりました。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 電話（代表）011-709-2311

事業振興部 建設産業課 建設産業企画官 冨家 靖隆（内線5898）

事業振興部 建設産業課 渡 辺 充（内線5893）建設業適正契約専門官

北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/



建設業法令遵守推進本部 取組結果及び取組方針（概要版）

平成30年度 取組結果のポイント

令和元年度 取組方針のポイント

契約書未作成, 

15件

下請への見積依頼方法・

期間, 8件

営業所専任技術

者の配置,2件

主任技術者

の配置, 2件

無許可業者との契約, 

2件

無許可営業, 1件

帳簿備え付け, 1件

文書勧告の内訳立入検査の実施

○大臣許可業者 33件
許可業者数に対し約2割への立入を
実施（H31.3.31現在許可数 168者）

○知事許可業者 7件
北海道との合同立入検査を実施

法令遵守 周知・啓発

○建設業取引適正化推進月間（11月）における法令遵守講習会の実施

○法令遵守の周知・啓発として、建設業法の守るべきポイントを取りまとめた冊子「建
設業者のための建設業法」を配布するとともに、開発局ＨＰでも公表

○建設業法違反に関する通報窓口「駆け込みホットライン」と建設業に関する相談
窓口「建設業フォローアップダイヤル」等での対応（74件）及び窓口の周知を実施

法令違反にかかる調査・指導の実施

○「駆け込みホットライン」などへの通報
に基づく調査の実施

○過去に行政指導を受けた者へのフォ
ローアップ調査の実施

○下請取引等実態調査（本省実施）に
おける未回答者及び不適正回答者に
対する調査の実施 等

令和元年6月
北海道開発局事業振興部建設産業課

○関係機関と連携し法令遵守講習会を
開催

○北海道と合同で、知事許可業者への
立入検査を実施

○監督処分 0件
○文書勧告 14件

建設業取引適正化推進月間の充実

消費税の円滑かつ適正な転嫁の周知

○予定されている消費税率の引き上げ
に先駆け、下請取引における消費税
の円滑かつ適正な転嫁が図られるよ
う周知

１件の勧告に複数の項目が含まれるため、内訳と一致しない。

関係法令等の周知

○大臣許可業者中心の周知から、大臣
許可以外の建設企業も含め幅広く
周知

当初契約,9件
変更契約,6件
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  令和元年６月１１日           

北 海 道 開 発 局 
 

建設業法令遵守推進本部の取組について 
 

 北海道開発局は、平成１９年度に北海道開発局長を本部長とする「建設業法令遵守

推進本部」を設置し、年度ごとに策定する「取組方針」に基づき、元請下請間の契約

手続の適正化など、建設業における法令遵守の推進に取り組んできたところであり、

平成３０年度の取組結果を以下に取りまとめる。 
また、国土交通省が示した「２０１９年度建設業法令遵守推進本部活動方針」を踏

まえて、令和元年度の北海道開発局「建設業法令遵守推進本部」の「取組方針」を定

め、法令遵守のさらなる推進に取り組むこととする。 
  

１．平成３０年度の取組結果 

（１）建設業法違反にかかる調査・指導等の実施 

ⅰ 推進本部に寄せられた法令違反疑義情報等 

「駆け込みホットライン」（建設業法違反通報窓口）や「建設業フォローアッ

プ相談ダイヤル」等へ寄せられた法令違反疑義情報等は、建設業法に関する質問、

相談等も含めて延べ７４件であり、契約書・見積書の不備など建設業法違反に関

する通報や代金の支払いに関する相談などが主な内容であった。 

 

ⅱ 建設業者に対する立入検査の実施 

実施件数は４０件 

（国土交通大臣許可業者３３件、北海道知事許可業者７件）。 

〔内訳〕  

・下請取引等実態調査結果等に基づく検査：２６件 

  うち２件は下請取引適正化の観点から北海道経済産業局と合同で実施。 

・法定福利費の適正な確保に関する検査：７件 

・北海道知事許可業者に対して北海道と合同で実施した検査：７件 

 

また、立入検査時に調査票を使用した労働災害防止に関する調査を実施し

ており、この中で「安全衛生経費の確保に関する調査」を行った。 

 

ⅲ 監督処分・勧告の実施 

監督処分件数： ０件 

文書勧告件数：１４件 
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契約書未作成等 １５件（当初契約 ９件、変更契約 ６件）、下請への見積依頼 

方法・期間 ８件、営業所専任技術者の配置 ２件、主任技術者等の配置 ２件、 

無許可業者との契約 ２件、無許可営業 １件、帳簿の備え付け １件 

     ＊１件の勧告に複数の項目が含まれるため、内訳と一致しない。 
 
  ⅳ 法令遵守を推進するための周知啓発活動 

法令遵守を推進するための周知啓発に関する取組については、「建設業法令

遵守ガイドライン」の趣旨を踏まえ、建設業法の守るべきポイントを取りまと

めた冊子「建設業者のための建設業法」の配布、ホームページ等による情報提

供、１１月に開催した「建設業法令遵守講習」や、立入検査時における指導等

を通じて周知啓発を行った。 
また、「駆け込みホットライン」及び「建設業フォローアップ相談ダイヤル」

についても、様々な機会を捉えて周知を図った。 

 
（２）「標準見積書」等の活用状況の確認 

社会保険加入対策の一環として、社会保険加入に必要な原資となる法定福利

費が下請取引において必要経費として適切に確保されるよう、法定福利費を内

訳明示した見積書である「標準見積書」の活用状況や、見積において提示され

た法定福利費を尊重した契約締結及び支払がされているか等の状況について、

全ての立入検査（４０件）で確認を行った。 
このほか、平成３０年８月に、これまで建設業における社会保険加入の徹底

の取組を行ってきた「建設業社会保険推進北海道地方連絡協議会（建設業許可

部局（北海道開発局、北海道）、北海道厚生局、北海道労働局、日本年金機構札

幌西地域代表年金事務所、建設業関係団体等により構成）」を、建設キャリアア

ップシステムの普及推進や適切な賃金水準の確保など、「建設業働き方改革加速

化プログラム」における「給与・社会保険」の分野に関する取組も議題とする

「建設業社会保険推進・処遇改善北海道地方連絡協議会」へ発展的に改組し、

今後の社会保険加入対策や社会保険加入状況の情報を共有するとともに、更な

る推進に向けて取り組んでいくことを確認した。 

また、平成３０年２月の「北海道建設業社会保険加入推進地域会議」で採択

された「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」を遵守する「社

会保険加入促進宣言企業」を引き続き募集し、宣言のあった企業について、随

時、開発局ホームページで公表した。 

 
（３）「建設業取引適正化推進月間」（１１月）の取組の充実 

公正取引委員会、経済産業本省、北海道経済産業局、公益財団法人建設業適

正取引推進機構と連携し、建設業者を対象に建設業法令遵守講習を以下の内容
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で実施した。（平成３０年１１月２日） 

・「建設業に関する独占禁止法違反について」 

・「金属産業の取引適正化に係る取組について」 

・「元請・下請間の適正な請負契約について」 

・「建設業に関する各種相談窓口の紹介」 

・「建設キャリアアップシステムについて」 

 
（４）外国人建設就労者受入事業に係る立入検査の実施 

平成３０年度については、立入検査の対象となるものはなかった。 
 

（５）消費税転嫁拒否事案に関する調査・指導の強化 
令和元年１０月に予定されている消費税率の引き上げについて、消費税の円

滑かつ適正な転嫁が図られるよう、立入検査時に周知を行った。 
なお、消費税転嫁拒否等の違反疑義情報はなかった。 

 

２．令和元年度の取組方針  

（１）建設業法違反にかかる調査・指導等の実施 

「駆け込みホットライン」及び「建設業フォローアップ相談ダイヤル」（以

下、「各種相談窓口」という。）のより一層の周知を図るとともに、各種相談窓

口等に寄せられる法令違反疑義情報に基づく調査、過去に行政指導等を受けた

建設企業へのフォローアップ調査、本省が実施する下請取引等実態調査におい

て未回答又は不適正回答の多い建設業者への調査を実施し、また、北海道開発

局において法令上問題と認識する事案等に関して、不正行為を行っているおそ

れのある建設業者や繰り返し違反行為を行っていると認められる建設業者を選

定し、立入検査を実施する。違反行為の確認及び適切な指導監督を機動的に実

施することにより、違反行為の是正の一層の促進に努める。 
なお、外国人建設就労者受入事業又は特定技能制度（建設分野での受入れに

限る）については、当該事業を所管する本省建設市場整備課労働資材対策室と

の連携を密にしながら、当該制度の適切な運営に向け必要な対応をとるよう努

める。 

さらに、下請代金の支払いに関して、平成２８年１２月に「下請中小企業振

興法に基づく振興基準の改正」等が行われたことを受け、下請代金はできる限

り現金払いとすること等を追加し、平成２９年３月に改訂された「建設業法令
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遵守ガイドライン」を始め、告示や通知等の発出など建設業行政の動向につい

て、立入検査時等様々な機会を通じて、その周知徹底に努める。特に下請代金

の労務費相当分については、現金で支払うよう適切な配慮を求める。 

このほか、社会保険加入対策の一環として、法定福利費を内訳明示した見積

書である「標準見積書」の活用状況等について、立入検査等で確認するととも

に、下請企業への指導も含め、社会保険加入を積極的に推進するため周知徹底

する。 
 
（２）関係法令等の周知 

これまで、大臣許可業者を中心に立入検査等の場を通じて建設業法をはじめと

する関係法令等の周知及び遵守の徹底を促してきたが、大臣許可業者以外の建設

企業への関係法令等の周知に取り組む。 
 

（３）「建設業取引適正化推進月間」（１１月）の取組の充実 
建設業の下請取引の適正化に関する普及・啓発を行う重要な機会であること

から、推進月間の実施について幅広く周知を図るための広報に努めるとともに、

北海道や北海道経済産業局と連携し、合同立入検査を実施する。 
法令遵守講習については、公正取引委員会、北海道警察（暴力団対策）、厚

生労働省（社会保険担当部局）、北海道等の関係機関と連携を強化し、内容の

充実を図る。 
 

（４）消費税の円滑かつ適正な転嫁の周知 
令和元年１０月より消費税率が１０％に引き上げられる予定であることか

ら、これに先駆け、建設工事の下請取引における請負代金への消費税の円滑か

つ適正な転嫁が図られるよう周知徹底する。 
 


